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４ 高齢者に関する問題 

 (１) 現状 

高齢者の人権に関しては、2000 年代以降、「介護保険法」や「高齢者虐

待防止法」(*17)、「認知症基本法」（*18）の制定など、権利保護のための

法整備が進められてきました。 

いわゆる団塊の世代が 75 歳を迎え、全国的に急速な高齢化が進む中、

本市においても高齢化の波は着実に進んでいます。本市の総人口に占める

65 歳以上の高齢者の割合は、福岡県内の他市町村と比べ低い値（2024（令

和６）年 10 月１日現在 22.5％）にはなっていますが、それでも年々上昇

してきています。今後、高齢化の更なる加速と、それに伴う高齢者単身世

帯の増加が想定されます。 

そのような高齢化の進展の中で、家庭や施設における高齢者虐待や認知

症等により判断力の低下した高齢者に対する権利侵害が大きな問題にな

っています。 

   *17：2006（平成 18）年４月施行 正式名称は、「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に

対する支援等に関する法律」。 

   *18：2024（令和６）年１月施行 正式名称は、「共生社会の実現を推進するための認知

症基本法」。 

(２) 市の取組と課題 

市では、基幹型及び各地区地域包括支援センターによる訪問支援や各区

において開催される地域ケア会議を活用した見守り活動を通じて、地域と

一体となった高齢者支援を行ってきました。 

また、2024（令和６）年３月に、「大野城市高齢者保健福祉計画・第９期

介護保険事業計画、第２期成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、総

合的な高齢者施策を推進しています。 

高齢者の割合が大きくなっていく中で、高齢者がいきいきと活躍できる

よう、これまでに培ってきた経験をいかして、地域での就労やボランティ

ア活動などの社会参加を促進し、高齢者が暮らしやすい社会づくりを目指

しています。 

しかし、高齢化の進行とともに、高齢者虐待等の問題は深刻化してきて

おり、地域包括支援センターにおける虐待相談・対応の件数は年々増加し

てきています。 

また、市は 2024（令和６）年５月に「大野城市地域防犯基本計画」を策

定し、高齢者の防犯力強化を基本施策として定め、特殊詐欺被害防止対策

事業等の取組を進めていますが、市民意識調査においては、高齢者を狙っ

た悪徳商法や振り込め詐欺に対する問題意識が依然として非常に高く、切

実な問題として捉えられていることが明らかになりました。（図 10 参照） 

  


